
　
日
本
国
内
に
住
む
20
歳
以
上
60

歳
未
満
の
す
べ
て
の
方
は
、
国
籍

に
関
係
な
く
国
民
年
金
の
加
入
と

保
険
料
納
付
の
義
務
が
あ
り
ま
す
。

20
歳
に
な
っ
た
ら
、
日
本
年
金
機

構
か
ら「
国
民
年
金
加
入
の
お
知
ら

せ
」と「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」が

届
き
ま
す
。

※
会
社
員
や
公
務
員（
第
2
号
被
保

険
者
）、
第
2
号
被
保
険
者
に
扶
養

さ
れ
る
20
歳
に
な
っ
た
配
偶
者（
第

3
号
被
保
険
者
）は
、
勤
務
先
が
加

入
手
続
き
を
行
う
た
め
個
別
手
続
き

は
不
要

月
額
保
険
料　
1
万
7
5
1
0
円

（
令
和
7
年
度
）

■
保
険
料
の
猶
予
・
免
除
制
度

　
所
得
・
収
入
が
少
な
く
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方
な
ど

は
、
申
請
す
る
こ
と
で
保
険
料
の
納

付
猶
予
や
免
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
申
請
せ
ず
、
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
障

害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
取
れ
な

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
猶
予
・
免
除

を
希
望
す
る
方
は
、
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　
所
得
・
収
入
が
少
な
く
、
保
険

料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
学
生

が
対
象
に
な
り
ま
す
。
本
人
の
所

得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
国
民

年
金
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度

で
す
。
納
付
の
猶
予
を
希
望
す
る

学
生
の
方
は
、
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

い
ず
れ
も

問
合
せ　
保
険
年
金
課
国
民
年
金
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
0
2

　区では条例で、区内の宿泊施設に対して営業中の従事者常駐を義務付けるな
どの規定を設けており、民泊施設に対しては営業区域や期間の制限も行ってい
ます。この度、区内の宿泊施設における、宿泊者の安全・安心の確保と、周辺
住民の安全で快適な生活環境が維持されるよう、2つの条例の一部の内容を見
直すことにしました。改正（素案）に対するご意見をお寄せください。
締　切　1月19日（月）（必着／郵送の場合は消印有効）
問合せ　 生活衛生課環境衛生係（千代田会館8階）
　　　　☎03-5211-8166 FAX03-5211-8193 
　　　　 kankyoueisei@city.chiyoda.lg.jp
 〒102-0074九段南1-6-17千代田会館8階

　（仮称）新九段生涯学習館を子どもや障害者、高齢
者など、すべての区民が自由に活動できる生涯学習・
文化芸術活動の拠点とすることを目指し、基本構想
（素案）を作成しました。皆さんのご意見をお寄せく
ださい。
締　切　1月19日（月）（必着／郵送の場合は消印有効）
問合せ　 生涯学習・スポーツ課施設整備担当（区役所6

階）☎03-5211-3632 FAX03-3264-1466
 shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp
 〒102-8688九段南1-2-1

　年齢や障害の有無にかかわらず、区内に住み、働き、
学ぶすべての人が、スポーツに親しむための環境を
整備するため、スポーツ振興基本計画を策定します。
本計画（素案）に対する皆さんのご意見をお寄せくだ
さい。
締　切　1月19日（月）（必着／郵送の場合は消印有効）
問合せ　 生涯学習・スポーツ課スポーツ振興係（区役

所6階）☎03-5211-3627 FAX03-3264-1466
 shogaigakushuu@city.chiyoda.lg.jp
 〒102-8688九段南1-2-1

　「千代田区文化芸術プラン（第4次）」の終了に伴い、外部委員を中心とした推
進委員会で「千代田区文化芸術プラン（第5次）」の検討を重ね、計画（素案）を策
定しました。千代田区文化芸術プランは文化芸術の振
興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸
術を通じて豊かな区の未来を拓くための計画です。本
計画（素案）に対するご意見をお寄せください。
締　切　 1月26日（月）（必着／郵送の場合は消印有効）
問合せ　文化振興課文化振興係（区役所6階）
　　　　☎03-5211-3628 FAX03-3264-1466
 bunkashinkou@city.chiyoda.lg.jp
 〒102-8688九段南1-2-1

ご意見をお聞かせください

20
歳
に
な
っ
た
方
は

国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
ま
す

　
調
査
対
象
の
世
帯
や
事
業
所
を

訪
問
し
、
調
査
票
の
配
布
・
回
収
・

点
検
な
ど
を
行
う
統
計
調
査
員
を

募
集
し
て
い
ま
す
。「
経
済
セ
ン
サ

ス
‒
活
動
調
査
」で
は
多
く
の
調
査

員
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
従
事
期

間
は
調
査
に
よ
り
異
な
り
ま
す
が
、

1
調
査
あ
た
り
１
か
月
～
2
か
月

程
度
で
、
身
分
は
非
常
勤
の
公
務

員
で
す
。
定
め
ら
れ
た
期
間
内
に

調
査
活
動
を
終
え
れ
ば
よ
く
、
所

定
の
勤
務
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん
。

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
未

経
験
の
方
で
も
応
募
で
き
ま
す
。

60
歳
以
上
の
方
も
多
数
活
躍
中
で

す
。

応
募
要
件

・�

原
則
と
し
て
20
歳
以
上
で
、
調
査

の
趣
旨
を
理
解
し
、
責
任
を
持
っ

て
調
査
業
務
を
遂
行
で
き
、
健
康

経
済
セ
ン
サ
ス
な
ど
の

統
計
調
査
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

で
あ
る

・�

税
務
、
警
察
、
選
挙
事
務
な
ど
に

従
事
し
て
い
な
い

・�

反
社
会
的
勢
力
の
一
員
も
し
く
は

反
社
会
的
勢
力
と
密
接
な
関
係
が

な
い

応
募
方
法　
電
話
ま
た
は
E
メ
ー
ル

で報
酬　
1
調
査
あ
た
り
お
お
む
ね

3
万
円
～
6
万
円
程
度（
調
査
に

よ
っ
て
異
な
る
）

問
合
せ　
統
計
課
統
計
調
査
係

☎
0
3
‒
5
2
1
1
‒
4
2
6
8

toukei@
city.chiyoda.

lg.jp

千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例および
千代田区旅館業法施行条例の一部改正（素案）1 （仮称）新九段生涯学習館

基本構想（素案）3

千代田区スポーツ振興
基本計画（素案）4千代田区文化芸術プラン（第5次）2

いずれも
閲覧場所　 区のHP、情報コーナー（区役所2階）、出張所、問合せ先
　　　　　※日比谷図書文化館（日比谷公園1-4）で❷、スポーツセンター（内神田2-1-8）で❹、九段生涯学習館（九段南1-5-10）で❷❸❹が閲覧可
提出方法　 住所、氏名、所属（区内在勤・在学者は勤務先・学校の名称、法人その他の団体は代表者の氏名、区内に事務所を有する方は事務所の名称）、ご意

見を記入のうえ、HP、郵送、ファクス、Eメールまたは直接問合せ先へ
※口頭・電話での意見提出は不可
※意見は区の考え方とともに、HPで公表
※意見や個人情報は当該案件の検討のみに使用
※個別の回答は不可

　
物
価
高
の
影
響
が
長
期
化
し
そ

の
影
響
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
に
及

ぶ
中
、
そ
の
影
響
を
強
く
受
け
て

い
る
子
育
て
世
帯
を
支
援
し
、
子

ど
も
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
応

援
す
る
観
点
か
ら
、「
物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
」の
支
給
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

　
原
則
、
申
請
は
不
要
で
す
が
、
公

務
員
の
方
な
ど
は
申
請
が
必
要
で

す
。
詳
し
い
内
容
は
H
P
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
子
育
て
推
進
課
手
当
・
医

療
係
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‒

5
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‒
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物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
を

支
給
し
ま
す

　
天
井
照
明
器
具
交
換
作
業
の
た

め
、
か
が
や
き
プ
ラ
ザ
高
齢
者
活
動

セ
ン
タ
ー
5
階
浴
室
の
利
用
を
休
止

し
ま
す
。
他
の
施
設
は
ご
利
用
い
た

だ
け
ま
す
。

と
き　
1
月
14
日（
水
）終
日

場
所　
か
が
や
き
プ
ラ
ザ
高
齢
者
活

動
セ
ン
タ
ー

（
九
段
南
1
‒

6
‒
10
）

問
合
せ　
か
が

や
き
プ
ラ
ザ
高

齢
者
活
動
セ
ン

タ
ー
☎
0
3
‒

3
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か
が
や
き
プ
ラ
ザ
の

浴
室
の
利
用
を

休
止
し
ま
す

千代田区コールセンター　☎ 03ー3264ー3910 　令和 8年 1月 5日号（2）区政インフォメーション

麹町の「麹」の字は、文字つぶれなどを防ぐため、略字を使用しています。




